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公益社団法人日本茶業中央会定款 

 

平成 25 年 4 月 1 日 制 定 

令和 3 年 3 月 12 日改 正 

 

      第 1 章   総 則 

 （ 名  称 ） 

第 1 条 この法人は、公益社団法人日本茶業中央会という。 

 （ 事務所 ） 

第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置き、理事会の決議を経て必要の地に従た

る事務所を置くことができる。 

 （ 目  的 ） 

第 3 条 この法人は、お茶の振興に関する基本的方策を樹立し、安全で良質な茶の需給関係の

総合的改良発達を推進するとともに、茶文化の振興を図ることにより、茶業の健全な発展及び

国民生活の豊かさの向上実現に寄与することを目的とする。 

 （ 事  業 ） 

第 ４ 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （1） 茶業及び茶文化の振興に関する関係機関への提言に関すること。 

 （2） 茶の需要の拡大、計画的な生産等茶の需給の安定に係る総合的施策の推進に関する 

    こと。 

 （3） 茶の生産、流通及び加工の合理化に関すること。 

 （4） 安全安心な信頼性の高い茶の供給体制の整備に関すること。 

 （5） 国際的な視点に立った日本茶の振興と日本茶文化の普及に関すること。 

 （6） 茶に関する情報の収集、機能性等の調査研究とその活用に関すること。 

 （7） 消費者に向けた、茶の健康的、文化的等の情報提供に関すること。 

 （8） 茶業に関する団体相互の連携、協調に関すること。 

 （9） その他この法人の目的を達成するために必要な事業。 

2  前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。 

 

 （ 規  約 ） 

第 5 条 この定款で定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、規約で定める。  

 



      第 2 章   会 員 

 （ 会  員 ） 

第 6 条 この法人を構成する会員は、正会員及び賛助会員とする。 

 （1） 正会員は全国をその地区とする茶業に関する団体及びそれ以外の茶業に関する団体で

あって理事会の承認を受けたものとする。 

 （２） 賛助会員は本会の事業を賛助する個人又は団体であって理事会の承認を受けたものと

する。 

２ 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 

   （ 加  入 ） 

第 7 条 この法人の会員になろうとする者は、加入申込書を会長に提出し、理事会の承認を受け

なければならない。 

2  前項の規定により加入申込書を提出しようとする者は、次に掲げる書類を添付しなければな

らない。 

 （1） 団体の場合は定款又はこれに代わるべき規程及び代表者の氏名及び住所を記載した書

面 

 （２） その他この法人が必要と認めた書類 

   （ 任意脱退 ）  

第 8 条 会員は、脱退の申し出を行うことにより任意にいつでも脱退することができる。 

   （ 除  名 ） 

第 9 条 この法人は、会員が次の各号の 1 に該当するときは、総会の決議を経て、その会員を除

名することができる。この場合にはこの法人は、その総会の開催日の 7 日前までにその会員に

対してその旨を書面をもって通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるものとする。 

 （1） この法人の事業を妨げ、又はこの法人の名誉を損する行為をしたとき。 

 （2） 定款又は総会の決議を無視する行為をしたとき。 

2  会長は、除名の決議があったときは、その旨を当該会員に通知するものとする。 

(会員資格の喪失) 

第 10 条 前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を

喪失する。 

 （１） 第 11 条の納入義務を 2 年以上履行しなかったとき。 

 （２） 総正会員が同意したとき。 

 （３） 当該会員が解散又は死亡したとき。 

   （ 会  費 ） 

第 1１条 会員は、毎年総会で定める会費を納入しなければならない。 



2  既納の会費は、いかなる場合においてもこれを返還しない。 

   （ 届  出 ） 

第 12 条 団体である会員は、その名称若しくは代表者の氏名又は住所に変更があったときは遅

滞なく、この法人にその旨を届け出なければならない。 

2  団体である会員は、あらかじめ、その代表者として権利を行使する者をこの法人に届け出な

ければならない。これを変更する場合も同様とする。 

 

 第 3 章   総 会 

 （ 開   催 ） 

第 13 条 総会はすべての正会員をもって構成する。 

2  前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 

第 14 条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

2  総会の議長は、総会において出席正会員のうちから選出する。 

3 通常総会は、毎事業年度終了後３箇月以内に開催する。 

4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

（1） 理事会において必要と認めたとき 

（2） 総正会員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する正会員から総会の目的たる事

項及び招集の理由を示して請求があったとき 

 （総会の招集 ） 

第 15 条 総会は会長が招集する。 

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、各理事が総会を

招集する。  

 （総会の決議方法等 ） 

第 16 条 総会は、正会員総数の過半数に当たる正会員が出席しなければ開くことができ 

ない。 

2 正会員は、総会において、正会員 1 名につき 1 個の議決権を有する。 

3 総会の議事は、第 18 条に規定する場合を除き出席した正会員の議決権の過半数で決する。  

 （総会の決議事項 ） 

第 17 条 総会で決議するものとして法令又は、この定款において別に定める事項のほか次の事

項は総会の決議を経なければならない。 

（1） 会費の額及びその徴収方法の決定又は変更   

（2） 理事及び監事の報酬等の額及び支給基準 

（3） 定款の変更 



（4） 解散及び残余財産の処分 

（5） 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認 

（6） 規約の制定又は改廃 

 （ 特別決議 ） 

第 18 条 次の事項は、総会において総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の 3 分の

2 以上の多数による決議を必要とする。 

（1） 定款の変更 

（2） 解 散 

（3） 会員の除名 

（4） 監事の解任 

 （ 代理及び書面又は電磁的方法による議決権の行使 ） 

第19条 正会員は、あらかじめ通知された事項につき、代理人、書面又は電磁的方法により議決

権を行使することができる。 

2 前項の書面又は電磁的方法により議決権を行使する場合は、その内容が総会の日の前日ま

でにこの法人に到達しないときは、無効とする。 

3 第 1 項の代理人は、代理権を証する書面をこの法人に提出しなければならない。 

4 第 1 項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。 

 （ 議 事 録 ） 

第 20 条 総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成しなければならない。 

2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選出された議事録署名

人 2 人以上が記名し、押印するものとする。  

3  議事録は、主たる事務所に備えつけておかなければならない。 

      第 4 章   役 員 等 

 （ 役員の定数及び選任 ） 

第 21 条 この法人に、次の役員を置く。 

 （1） 理 事  22 人以上 26 人以内 

 （2） 監 事  3 人以内 

2  理事及び監事は、総会において正会員である団体の役員のうちから選任する。ただし、総会

で必要と認めたときは、正会員である団体の役員以外から理事 5 人以内を選任することができ

る。 

3  この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその配偶者又は 3 親等内の親族その

他特別の関係がある者の合計数が、理事の総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはな

らない。 



4  他の同一の団体（公益法人を除く）の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に

密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の 3 分の 1 を超えてはならない。 

5  この法人の監事には、この法人の理事（親族その他特殊の関係がある者を含む）及びこの法

人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があっては

ならない。 

6  この法人の監事は、他の同一の団体（公益法人を除く）の理事又は使用人である者その他こ

れに準ずる相互に密接な関係にある者であってはならない。 

7  理事のうちから会長 1 人、副会長２人、専務理事１人を理事会の決議によって選定する。   

8  前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副

会長及び専務理事をもって同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。 

 （ 役員の職務 ） 

第 22 条 会長は、この法人を代表し、この法人の職務を執行する。 

2  副会長は会長を補佐し、専務理事は会長及び副会長を補佐するとともに事務局を統括して

会務を処理する。 

3  理事は、理事会を組織し、職務を執行する。 

4  会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上自己の職務

執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

5  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。 

 （ 役員の任期 ） 

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総

会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

2  監事の任期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の

終結の時までとする。 

3  補欠又は増員による理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。 

 （ 辞任又は任期満了の場合 ） 

第 24 条 任期満了又は辞任により、理事又は監事数がその定数を欠くに至った場合は、退任し

た理事又は監事はその後任者が就任するまでは、その権利義務を有する。 

 （ 解  任 ） 

第 25 条 理事及び監事は、総会の決議を経て解任することができる。 

 （ 報  酬 ） 

第 26 条 理事及び監事は、無報酬とする。 

2  前項の規定にかかわらず、会長及び常勤の理事には総会の決議を経て報酬を支払うことが

できる。 



 （ 顧  問 ） 

第 2７条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。 

2  顧問は、理事会の決議を経て、会長が選任する。 

3  顧問は無報酬とする。 

4  顧問は、この法人の重要事項について会長の諮問に応ずる。 

      第 5 章   理 事 会 

 （ 理 事 会 ） 

第 28 条 この法人に、理事会を置く。 

2   理事会は、すべての理事をもって構成する。  

3   理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理

事が理事会を招集する。   

4  理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しなけれ

ば開くことができない。 

5  理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があると

きは、出席した理事の中から議長を選任する。  

6  理事会の議事は、出席した理事の過半数で決する。 

7  前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の要件 

満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 

 （ 議事録 ） 

第 29 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 

2  出席した会長及び監事は前項の議事録に記名し、押印するものとする。 

      第 6 章   専 門 委 員 会 

 （ 専門委員会 ） 

第 30 条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の決議

を経て専門委員会を置くことができる。 

2  専門委員会に関する必要な事項は、理事会で別に定める。 

      第 7 章   事 務 局 

 （ 事務局及び職員 ） 

第 31 条 この法人の事務を処理するために事務局を置く。 

2  事務局に関する規程は、理事会の決議を経て会長が別に定める。 

3  職員は、会長が任免する。 

      第 8 章   資産及び会計 

 （ 事 業 年 度 ） 



第 32 条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 

 （ 事業計画及び収支予算 ） 

第 33 条 会長は、毎事業年度開始の日の前日までに事業計画書及び収支予算書、資金調達及

び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これ

を変更する場合も同様とする。 

2  前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置き、一

般の閲覧に供するものとする。 

 （ 事業報告及び決算 ） 

第 34 条 会長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し監事の監査を受けた上で、理事会の

承認を経て、通常総会に提出し、第 1 号及び第 2 号の書類についてはその内容を報告し、第

3 号から第 6 号までの書類については承認を受けなければならない。 

（1） 事業報告 

（2） 事業報告の附属明細書 

（3） 貸借対照表 

（4） 正味財産増減計算書 

（5） 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

（6） 財産目録 

２  第 1 項の規定により報告され、又は承認を受けた書類の他、次の書類を主たる事務所に 5

年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、

一般の閲覧に供するものとする。 

       （1）  監査報告 

       （２）  理事及び監事の名簿 

       （３）  理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類 

       （４）  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なも 

           のを記載した書類 

 （ 公益目的取得財産残額の算定 ） 

第 35 条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の

規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、

前条第２項第４号の書類に記載するものとする。 

      第 9 章   定款の変更及び解散 

 （ 定款の変更 ） 

第 36 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

 （ 解  散 ） 



第 37 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 （ 公益認定の取消し等に伴う贈与 ） 

第 38 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場

合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、公

益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日

から 1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号

に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 （ 残余財産の帰属 ） 

第 39 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団

法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地

方公共団体に贈与するものとする。 

      第 10 章   公告の方法 

 （ 公告の方法 ） 

第 40 条 この法人の公告は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

 

附   則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第１項

に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

２ この法人の最初の会長は榛村純一、副会長は田中鉄男と鈴木毅志、専務理事は柳澤興一郎

とする。 

３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める特

例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわ

らず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日と

する。 



人日本茶業中央会　役員名簿
令和4年11月末現在

上川　陽子 (公社)静岡県茶業会議所会頭

吉田　利一 全国茶生産団体連合会会長

成岡　揚蔵 全国茶商工業協同組合連合会理事長

森山　修実 公益社団法人日本茶業中央会専務理事

桐明　和久 福岡県茶生産組合連合会副会長

長峰　宏芳 (一社)埼玉県茶業協会会長

松永　大吾 静岡県経済農業協同組合連合会経営管理委員会委員長 

大瀬　憲一 三重県茶業会議所副会頭

坂元　修一郎 (一社)鹿児島県茶生産協会会長

君野　信太郎 東京都茶協同組合理事長

安田　　伸 三重県茶商工業協同組合理事長

森下　康弘 京都府茶協同組合理事長

伊藤  重範 大阪府茶業協同組合理事長

澤田　了三 鹿児島県茶商業協同組合理事長

桐島　俊昭 日本茶輸出組合理事長

佐々木余志彦 (公社)静岡県茶業会議所副会頭

堀井　長太郎 (公社)京都府茶業会議所会頭

柚木　弘文 (公社)鹿児島県茶業会議所会頭

寺園　昌昭 (公社)鹿児島県茶業会議所専務理事

鎌田　隆郎 三重県茶業会議所会頭

中野　悦久 株式会社伊藤園専務執行役員

竹本　　晋 サントリ―食品インターナショナル(株)常務執行役員

佐伯　光則 三井農林株式会社代表取締役社長

櫻井　幸子 公益財団法人国際茶道文化協会評議員

阿部　啓子 東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授

中嶋　康博 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

石川　和弘 静岡県経済農業協同組合連合会常務理事 

富田　清治 愛知県茶商工業協同組合理事長

伊藤　智尚 (公社)静岡県茶業会議所専務理事

氏　名 所　属　等



団　体　等　名 郵便番号 所　在　地

全国茶生産団体連合会 101-0047 東京都千代田区内神田1-1-12コープビル9F

全国茶商工業協同組合連合会 420-0005 静岡市葵区北番町81　茶業会館

日本茶輸出組合 420-0005 静岡市葵区北番町17　(有）ヘリヤ商会内

公益社団法人静岡県茶業会議所 420-0005 静岡市葵区北番町81　茶業会館

公益社団法人京都府茶業会議所 611-0021 宇治市宇治折居25-2宇治市茶業会館内

公益社団法人鹿児島県茶業会議所 891-0122 鹿児島市南栄3-12

三重県茶業会議所 514-0003 津市桜橋1-649農業共済会館内

株式会社伊藤園 151-8550 東京都渋谷区本町3-47-10

サントリー食品インターナショナル㈱ 104-0031 東京都港区芝浦3-1-1

三井農林㈱ 105-8427 東京都港区西新橋1-2-9

会　　員　　名　　簿



Ⅱ 事業の概要                        

 本会が令和２年度に行った一般事業の主なものは次の通りである。 

 

1）諸会議の開催 

1 理事会の開催について 

 理事会を下記により開催し、議案についてそれぞれ審議、可決承認した。 

 ① 令和２年度第 1回理事会の開催について 

    1 開催日 令和 2年 6月 1日(月) 

 2 提出議案及び決議事項 

理事会をコロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、法律、定款の規定に

基づき書面決議により行った。 

第１号議案 平成 30年度事業報告及び収支決算報告承認に関する件 

    「提案事項」 

  令和 2年 5月 26日、会長上川陽子が理事会の全員に対して上記理事 

会の目的である事項について提案書を発し、令和 2年 6月 1日までに 

全員の理事から同意の意思表示を得たので、一般社団法人に関する法律 

第 96条及び定款第 28条第 7項の規定に基づき、理事会への報告が 

あったとものとみなされた。 

    「決議事項」 

  令和 2年 5月 26日、会長上川陽子が理事会の全員に対して上記理事 

会の目的である事項について提案書を発し、令和 2年 6月 1日までに 

全員の理事から同意の意思表示を得たので、一般社団法人に関する法律 

第 96条及び定款第 28条第 7項の規定に基づき、当該提案を理事会の

決議があっものとみなされた。すべての議案が承認された。 

② 第 2回理事会の開催について 

  1 開催日  令和 3年 3月 12日(金) 

  2 提出議案及び承認 

      理事会をコロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web 会議で実施し

た。 

第１号議案 新規会員の加入承認に関する件 

      第２号議案 定款変更に関する件 

第３号議案 輸出促進のための委員会設置の件 

      第４号議案 日本茶輸出ロゴマーク使用許諾規定の整備に関する件 

 

 ③ 令和 2年度第 3回理事会の開催について 

  1 開催日  令和 3年 3月 31日(水) 



  2 提案事項及び承認 

理事会をコロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web 会議で実施し

た。 

第１号議案 令和 3年度事業計画及び収支予算決定承認に関する件 

      第 2号議案 令和 3年度会費賦課徴収方法決定承認に関する件 

      第 3号議案 令和 3年度役員報酬決定承認に関する件 

       

2 総会 

① 通常総会(書面)の開催について 

   1 開催日  令和２年 6月 22日 

2 提出議案及び決議事項 

第１号議案 令和元年度度事業報告及び収支決算報告承認に関する件 

       第 2号議案 役員の一部変更に関する件 

   「提案事項」 

     令和 2年 6月 8日、会長上川陽子が会員の全員に対して上記通常総会 

    の目的である事項について提案書を発し、令和 2年 6月 22日までに全員 

の会員から同意の意思表示を得たので、一般社団法人に関する法律第 59 

条に基づき、総会への報告があったとものとみなされた。 

    「決議事項」 

      令和 2 年 6 月 8 日、会長上川陽子が総会の全員に対して上記総会の目  

的である事項について提案書を発し、令和 2 年 6 月 22 日までに全員の会

員から同意の意思表示を得たので、一般社団法人に関する法律第 58 条 1

項の規定に基づき、当該提案を理事会の決議があったものとみなされた。

すべての議案が承認された。次の者が理事に選任された。 

    理事 中村 厚司、寺園 昌昭  

 ② 臨時総会(書面)の開催について 

   1 開催日  令和 2年 9月 15日 

2 提出議案及び決議事項 

第１号議案 役員の一部変更に関する件 

   「提案事項」 

     令和 2年 9月 1日、会長上川陽子が会員の全員に対して上記通常総会 

    の目的である事項について提案書を発し、令和 2年 9月 15日までに全員 

の会員から同意の意思表示を得たので、一般社団法人に関する法律第 59 

条に基づき、総会への報告があったものとみなされた。 

    「決議事項」 

      令和 2 年 9 月１日、会長上川陽子が総会の全員に対して上記総会の目  



的である事項について提案書を発し、令和 2 年 9 月 15 日までに全員の会

員から同意の意思表示を得たので、一般社団法人に関する法律第 58 条 1

項の規定に基づき、当該提案を理事会の決議があったものとみなされた。

すべての議案が承認された。次の者が理事に選任された。 

    理事 松永 大吾 、柚木 弘文  

③ 臨時総会の開催について 

 1 開催日  令和 3年 3月 12日(金) 

 2 提案議案及び承認 

     総会をコロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。 

第１号議案 新規会員の加入承認に関する件 

      第２号議案 定款変更に関する件 

第３号議案 輸出促進のための委員会設置の件 

      第４号議案 日本茶輸出ロゴマーク使用許諾規定の整備に関する件 

④ 臨時総会の開催について 

 1 開催日  令和 3年 3月 31日(水) 

 2 提案議案及び承認 

総会をコロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。 

第１号議案 令和 3年度会費賦課徴収方法決定承認に関する件 

      第 2号議案 令和 3年度役員報酬決定承認に関する件 

      第 3号議案 新会員の新規理事及び学識理事の選任に関する件 

 

３ 六団体長会議等 

① 令和 2年度茶業功績者表彰委員会及び第 1回六団体長会議等 

    コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。   

1 開催期日 令和 2年 10月 5日(月)  

2 協議事項及び決定 

＊ 令和 2 年度茶業功績者(日本茶 Next Generation 大賞部門を含む)の選

考について(委員会)    

＊ 第 74回全国お茶まつり茶業振興大会における宣言案 

＊ 茶業の現状を踏まえた中央会組織の今後の活動方針等について 

② 執行役員会議 

     コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。 

1 開催日 令和 2年 11月 10日(火)、12月 9日(水)、1月 8日(金) 

2 協議事項 

＊ （公社）日本茶業中央会の組織等について  

＊新規会員候補、新規理事等について   



③ 第 2回六団体長会議 

コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。 

1 開催期日 令和 2年 1２月 18日（金） 

2 協議事項 

    ＊ 新規会員等の加入、新規学識理事の役割と理事数について   

④ 第 3回六団体長会議 

コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。 

1 開催期日 令和 3年２月 16日（火） 

2 協議事項 

    ＊ 新規会員の加入、及び定款変更(案)の方針決定について  

 

４ 補助事業実施への参画（日本茶業中央会：協議会事務局） 

① 令和 2度日本茶業体制強化推進協議会総会 

総会をコロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。 

 1 開催日時 令和２年 5月 27日（水） 

   2 議案 

＊平成 31年度(令和元年)事業成果報告及び決算報告承認について 

  ＊令和 2度収支予算及び会費賦課徴収方法決定承認について 

  ＊旅費規程の一部改正について 

 ② 令和 2年度日本茶業体制強化推進協議会第 1回検討会及び補正事業打ち合わせ 

   コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した 

1 開催日時 令和 2年 8月 18日（火） 

    2 協議事項 令和 2年度本予算事業及び補正事業の推進について 

③ 令和 2年度日本茶業体制強化推進協議会第２回検討会及び補正事業打ち合わせ 

   コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した 

 1 開催日  令和 3年 2月 18日（木） 

    2 協議事項 令和 2度本予算事業及び補正事業の成果報告 

及び令和 3年度事業計画について 

 

５ 関係機関との連携 

① 杉山彦三郎翁顕彰会役員会(書面決議) 

1 開催期日 令和 2年 4月 23日(木) 

 2 議 題  

＊ 令和元年度事業報告・決算 

＊ 平成２年度事業計画・予算 

＊ 杉山賞表彰者の選考 



② 日本茶業学会 

 表彰委員会(メール会議方式) 

1 開催期日 令和２年 7月 17日(金) 

 2 議 題  

＊ 日本茶業学会功労賞並びに日本茶業学会奨励賞について 

③ 生産県会議（農水省主催） 

1 開催期日 令和 3年１月 27日（水） 

 2 開催場所 農林水産省会議室 

3 概 要  

    ＊ 茶関係予算、茶をめぐる情勢、輸出拡大実行戦略等を農水省より情報提

供、茶関係団体から取組等の情報提供を行い、意見交換を行った。 

  ④ 日本茶輸出促進協議会 

ア 総会(書面決議) 

     1 開催期日 令和 2年 5月 28日（木） 

2 開催場所 日本茶輸出促進協会事務所内 

3 概 要 

    ＊ 平成 31(令和元年度)度事業報告及び会計報告 
＊ 令和２年度事業計画・収支予算及び会費の決定 等 

イ 運営委員会 

  1 開催期日 令和 3年 3月 18日（水） 

2 開催場所 ForumS+汐留会議室 A 

3 概 要 

    Web 会議方式で実施 
＊ 補助事業の実施報告と実施計画 

⑤ 自民党茶業議員連盟の定例総会 

  １ 開催日  令和 2年 9月 28日（月） 

2  開催場所 自民党本部会議室 

3 概 要  

＊ 農水省から「令和 3 年度茶業関係予算概算要求」「茶業をめぐ

る状況等について」を説明、茶業団体から茶業全般について要

望。これらも踏まえ茶業振興に関する決議が行われた。 

 

 

 

 

 



 

２） 第 74回全国お茶まつり鹿児島大会について 

ア 鹿児島県及び鹿児島県茶業団体並びに全国茶業関係団体と共催した第 74 回全国

お茶まつり大会は、お茶まつり消費拡大イベント、大会式典等は中止されたが、全国

茶品評会は実施された。 

 

行事内容 日 程 会 場 

 全国茶品評会   

 

(1)出品茶審査会 
令和 2月 8月 25日(火) 

～28（金） 
オロシシティホール 

(2)擬賞会議 令和 2 年 8 月 28 日(金) オロシシティホール 

(3)出品茶入札販売会 令和 2 年 9 月 24，25 日 オロシシティホール 

全国茶品評会表彰式典 令和 2 年 11 月 3 日 
鹿児島サンロイヤル

ホテル 
 

イ 令和２年度茶業功績者の表彰 

   令和２年度茶業功績者について、次の方々の表彰を行った。 

 

氏 名 現住所 
茶業団体等役職及び職

歴 
業 績 概 要 等 

 

 

後藤
ご と う

 正義
ま さ よ し

  

 （78 歳） 

 

 

鹿児島県 

前（公社）日本茶業中央

会理事 

前全国茶生産団連合会

副会長 

前（一社）鹿児島県茶生

産協会会長 

現南九州市茶業振興会

会長 

 

・全国茶生産団体連合会副会長として茶の生産振

興、団体の運営に尽力 

・長きにわたり鹿児島県茶生産協会の要職をつとめ

鹿児島茶の生産振興、品質改善、茶業の経営の安

定向上に貢献 

・地元南九州市知覧町において茶業経営に取組、

優良茶生産技術習得・普及につとめ南九州市で生

産される茶の銘柄を「知覧茶」に統一し、全国ブラン

ド化に貢献 

 

 



 

 

 小松
こ ま つ

 保夫
や す お

  

(71 歳) 

 

 

 

 

 

福岡県 

元全国茶生産青年団副

会長 

元福岡県茶生産組合連

合会副会長 

元福岡県茶業振興推進

協議会理事 

 

・全国茶生産青年団副団長として全国の 

 業後継者の交流・連携を推進し、茶生産・製造技

術の向上に貢献 

・長年にわたり福岡県生産連の役員として茶の生産

振興、品質改善、茶業経営の改善等に積極的に取

組み、八女茶の銘柄確立に貢献 

・茶の生産の省力化、効率化のため共同 茶工場の

再編統合を推進し、八女茶の生産体制強化に貢献 

 

 

 

池田
い け だ

 

耕一
こ う い ち

 

(72 歳) 

 

 

 

 

 

鹿児島県 

前（公社）日本茶業中央

会理事 

前全国茶商工業協同組

合連合会副理事長 

前鹿児島県茶商業協同

組合理事長 

前(公社)鹿児島県茶業

会議所副会頭 

・米国に現地法人を設立する等、国内外の販路拡

大に尽力し、輸出向け抹茶専用工場を新設するな

ど、時流に沿った事業運営を推進し、県内茶業界の

先駆的存在として貢献 

・長年にわたり鹿児島県茶商業協同組合の役員とし

て組合の運営に尽力し、県内茶業界の発展に貢献 

・「かごしま茶」の市場拡大のため、県内外イベントを

積極的に開催し、組合員の能力向上等に尽力し、

組合の基盤形成に貢献 

・全国団体の役員として体制整備や国内外の販売

促進に尽力 

 

 

 

 

髙
た か

木
き

 

雅生
ま さ お

 

  （65 歳） 

 

 

 

 

福岡県 

 

前全国茶商工業協同組

合連合会副理事長 

前福岡県茶商工業協同

組合理事長 

・長きにわたり、福岡県茶商工業協同組合にあって

組合の要職を歴任し、組合理事長として組織をまと

め、茶生産団体、行政機関と連携して福岡県茶業

界の育成・発展に貢献 

・福岡県茶業界のみならず地域経済団体要職も務

め大局的な見地をもって地域発展に尽力 

・全国団体の役員として消費拡大に尽力し茶業振興

に貢献 

 

 

 

 

木幡
こ は た

 

勝則
かつの り

 

（66 歳） 

 

 

埼玉県 

元農林水産省野菜・茶

業試験場茶品質化学研

究室室長 

元農研機構野菜茶業研

究所研究管理監 

元農研機構野菜茶業研

・長年にわたり試験研究機関にあって茶の分析法

や品質化学の研究に従事し、茶中の品質および健

全性に係る色素類の高精度分析法とその評価法を

開発するなど多くの研究に貢献 

・全国の試験研究機関と連携し、茶業研究を推進

し、全国茶品評会の審査長として茶業界に貢献 



究所茶業研究監 

現日本茶業学会会長 

・茶の国際会議に出席し日本茶の輸出振興に尽力 

・現日本茶業学会の会長として我が国の茶業研究

をけん引 

 

 

松井
ま つ い

 

徳之
と く ゆ き

  

（65 歳 ） 

 

 

京都府  

現（公社）京都府茶業会

議所理事 

現（一社）京都府茶生産

協議会副会長 

現京都やましろ農業協

同組合茶業部連絡協議

会長 

現京都やましろ農業協

同組合和束町茶業部会

長 

・長年にわたり京都府茶生産協議会副会長として、

組織運営及び後継者の育成に尽力し、宇治茶振興

に貢献 

・お茶の淹れ方教室等を開催し消費者の声を聞きそ

のトレンドを地域生産者へ伝えるなど先を見据えた

茶生産に尽力 

・京都府茶業会議所の役員として、京都府の茶業振

興、人材の育成指導に尽力 

 

 

永福
えいふく

 

喜作
き さ く

 

（70歳） 

 

 

鹿児島県 

前(公社)日本茶業中央

会理事 

前（公社）鹿児島県茶業

会議所会頭 

前鹿児島県経済農業協

同組合連合会経営管理

委員会会長 

 

・茶の生産者として栽培の機械化、優良品種の導入

等経営近代化を推進し、地域のリーダーとして鹿児

島県茶業の発展に尽力 

・茶業のみならず農業団体の要職を歴任し、農業全

体の振興発展に尽力 

・茶業会議所の会頭としてリーダーシップを発揮し、

会員団体を牽引し、かごしま茶の流通販路拡大、知

名度向上に貢献 

・全国団体の要職をつとめ、組織の活性化に尽力

し、国内茶業の維持発展に貢献 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 2年度 茶業功績者のうち「Next Generation 大賞」部門 

候 補 者 名 住 所 業  績  概  要 受 賞 歴  

 

杉本
すぎもと

 知音
と も ね

 

 

静岡大学情

報学部 

 

 

静岡県 

・杉本氏は、大学でお茶団体「mirume」を立ち上

げ、8代目菊川茶 

 娘としても幅広い日本茶の魅力発信の活動を

積極的に実施。 

・世界お茶まつり 2019 年度日本茶喫茶スタイル

コンペティション 

 「静岡茶×花カフェ」で、新たな喫茶スタイル・

空間イメージを 

 提案し、最優秀賞を受賞。 

・同デザインを実際「世界お茶まつり 2019 会場

内」に再現し、 

 静岡茶の新たな消費を喚起することに貢献。 

 

世界お茶まつり２

０１９「日本茶喫

茶スタイルコンペ

ティション」で最

優秀賞を受賞 

 

指宿
いぶすき

商業
しょうぎょう

高校
こうこう

I C P
アイシーピー

 

 

指宿市立 

指宿商業高

校 

 

鹿 児 島

県 

・[ICP]は、「指宿茶いっぺプロジェクト」の略称

であり、平成 24 年度から 3 年生の課題研究活

動の一環として実施。 

「茶いっぺ（お茶を一杯どうぞ)」プロジェクト

は、おもてなしの心 

を込めて指宿市の良さを幅広く情報を発信す

る活動を展開。 

・令和元年度は、ICPの団員が浴衣姿で指宿駅に

て例年通り呈茶を行ったほか、JR観光特急「い

ぶすきのたまて箱」に乗り込み、車内で外国人

観光客に手書きのメッセージカードの配布及

び呈茶を行い、お茶の PR活動を実施。 

・レストラン等と連携して商品開発に取り組み、

①抹茶とジャンボインゲンを使って開発した

「茶飯（ちゃーはん）」は「宮崎県の観光ホテル

レストラン」で地産外消、②知覧茶とさつまい

も使ったスイーツは、県内ホテルの結婚披露宴

で提供するなど、茶の消費拡大に貢献。 

 

 

「第 15回観光まご

ころおもてなし表

彰」で観光まごこ

ろ県民運動会長賞

を受賞 

 



ウ 令和新時代お茶宣言の策定・発出 

  第 74回全国お茶まつり鹿児島県大会のうち茶業振興大会がコロナ禍により中止 

されたので、大会宣言に代えて、茶業関係団体と連携して令和新時代お茶宣言を策 

定し、都道府県等茶関係機関にその具現化に向けた取組を要請した。 

 

令 和 新 時 代 お 茶 宣 言 

 

 日本茶は、人々の生活にゆとりと潤いをもたらすかけがえのない食品として、暮

らしの中に深く溶け込むとともに、日本人の美意識や心の拠り所、コミュニケーシ

ョン機会を提供するものとして、日本文化の形成に大きな役割を果たしています。 

しかしながら、現在、世界的にコロナウィルス感染者が多数発生し、我が国でも４

月に緊急事態宣言が出されるなど、社会・経済活動の自粛、行動変容が求められ、

お茶を始めあらゆる商品の需要、サービスが縮小し、国民経済全体に悪影響が及ん 

でいます。 

 私たち、茶の生産、加工・流通に係る者のみならず、消費者・文化人に至るまで

一連の繋がりを持つすべての茶関係者は、Withコロナの社会・経済状況を踏まえ、

来年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を契機として未来を見つめ、

長い年月、磨いてきた技術や文化を活かして、日本茶の魅力や愉しみ方を国の内外

に発信して新たな繋がりを創出し、国内需要の回復・輸出の喚起等茶業の振興、日 

本茶文化の発展を図るため次のことを宣言します。 

 

一 私たちは、Withコロナにおける消費者の行動変容、インバウンド需要の縮小等   

 の危機をバネにして、デジタル化に取り組み、通信販売の強化、ボトリングティ  

 ーや各種茶種を活用した新商品開発・販売方法を工夫し、国内外の需要の創出・ 

拡大を図ります。 

一 私たちは、国連が提唱する「2030年の達成を目指す持続可能な開発目標（ＳＤ 

 Ｇｓ）」を実践するため、日本茶の免疫賦活作用など健康増進や癒しの効能を 

ＰＲし、生活の質の向上に貢献するとともに、環境保全、生産・加工・流通の高

度化の取組を推進します。 

一 私たちは、国民運動として、和食文化としての日本茶の需要拡大に努めるとと  

  もに、日本茶と海外の食とのペアリング等新たな取組みを進め、東京オリンピッ  

  ク・パラリンピック競技大会など、あらゆる場所と機会を通じて日本茶ファンを 

増やしていきます。 

一 私たちは、文化人とともにおもてなしの心を育む伝統文化を伝承するとともに、 

全ての茶関係者が連携して、次代を担う児童・生徒等の茶摘み体験など茶育・食

育を推進し、日本茶文化の増進、普及に努めます。 



 以上、ここに、全ての茶関係者が力を合わせて行動することを宣言します。 

                          令和２年 1０月５日 

                                      

３）茶の審査技術の向上研修会 

 コロナ禍において Web 方式によりで茶審査技術習得に係る技術講習会を次のと

おり開催した。 

○ 養成人数 

区 分 別 人 数 
県   別   人   数 

区   分 人数 

生産関係 3 名 静岡 2、島根 1 

商工関係 17 名  京都 8、福岡 3、宮崎 4、鹿児島 2 

インストラクター関係 3 名 北海道 1、岩手１、福岡 1 

計 23 名  

○ 研修会 

区 分 開催時期 開 催 場 所 人数 研 修 内 容 

茶審査技 

術研修会 

令和 3年 2月 4 日～ 

5 日 

 

Web方式(Zoom) 23 名 1 講義（基礎的知識の修得） 

 (1) 茶業情勢、研究動向等 

 (2) 審査法 

2 実習関連知識を習得 

(1)品質評価の解析 

(2)近赤外法による成分分析

解説 等  

 

４）全国的な行事への後援等  

 全国・県茶品評会、共進会等に対する表彰、後援  

全国手もみ茶品評会、各都府県主催の茶品評会、共進会等にそれぞれ会長賞を

授与し表彰、後援等を行った。 

 

５）茶業情報・資料の作成配布 

   令和 2年版｢茶関係資料｣（A4版 199頁）を茶に関する統計集として作成配布。 

    

６）茶業文庫の活用 

1 「蘭字カレンダー」(令和 3年用)の作成。 

   2 茶業文庫及び各種図書資料の利用拡大をおこなった。 

 

７）その他本会の目的達成に必要な事業 



   公益財団法人日本農林漁業振興会主催の農林水産祭に協賛し、各県の品評会の 

後援、賞状の交付を行った。 



Ⅱ 事業の概要                        

 本会が令和３年度に行った一般事業の主なものは次の通りである。 

 

〇諸会議の開催 

1 理事会 

 理事会を下記により開催し、議案についてそれぞれ審議、可決承認した。 

 ① 第 1回理事会の開催について 

    1 開催日 令和３年６月９日(木) 

 コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。 

 2 提案事項及び承認 

第１号議案 令和２年度事業報告及び収支決算報告承認に関する件 

   第 2号議案 令和３年度報酬変更承認に関する件 

   第 3号議案 茶業功績者表彰規程細則の一部改正について 

 

② 第２回理事会の開催について 

  1 開催日  令和３年６月 29日(火) 

コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。 

2 提案事項及び承認 

第１号議案 会長、副会長、専務理事の選定及び代表理事選定の件 

   第 2号議案 会長職務代理者の選定に関する件 

   第 3号議案 退任理事の顧問選任に関する件 

 

③ 第 3 回理事会の開催について 

 1 開催日  令和４年３月 28日(月) 

コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。 

 2 提案事項及び承認 

第１号議案 令和４年度事業計画及び収支予算決定承認に関する件 

   第 2号議案 令和４年度会費賦課徴収方法決定承認に関する件 

   第 3号議案 令和４年度役員報酬決定承認に関する件 

 

2 総会 

① 通常総会の開催について 

   1 開催日  令和３年 6月 29日 

コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。 

2 提出議案及び決議事項 

第１号議案 令和２年度度事業報告及び収支決算報告承認に関する件 



   第２号議案 令和３年度報酬変更承認に関する件 

  第３号議案 茶業功績者表彰規程細則の一部改正について 

第４号議案 役員の改選に関する件 

 

② 臨時総会(書面)の開催について 

    1 開催日  令和４年１月 15日 

2 提出議案及び決議事項 

第１号議案 役員の一部変更に関する件 

   「提案事項」 

     令和４年１月７日、会長上川陽子が会員の全員に対して上記臨時総会 

    の目的である事項について提案書を発し、令和４年１月 15日までに全員 

の会員から同意の意思表示を得たので、一般社団法人に関する法律第 59 

条に基づき、総会への報告があったとものとみなされた。 

   「決議事項」 

      令和４年１月７日、会長上川陽子が総会の全員に対して上記総会の目  

的である事項について提案書を発し、令和４年１月 15 日までに全員の会

員から同意の意思表示を得たので、一般社団法人に関する法律第 58 条 1

項の規定に基づき、当該提案を理事会の決議があっものとみなされた。す

べての議案が承認された。次の者が理事に選任された。 

    理事 大瀬 憲一、竹本 晋  

 

③ 臨時総会の開催について 

1 開催日  令和４年３月 28日(月) 

 コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。 

 2 提案事項及び承認 

第１号議案 令和４年度会費賦課徴収方法決定承認に関する件 

 第２号議案 令和４年度役員報酬決定承認に関する件 

 

3 令和３年度茶業功績者表彰委員会及び会員団体長会議 

1 開催日  令和 3年 10月 6 日(水) 

 コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。   

 2 協議事項及び決定 

＊ 令和３年度茶業功績者(日本茶 Next Generation 大賞部門を含む)の選考

について(委員会)    

＊ 第 75回全国お茶まつり茶業振興大会における宣言案 

＊ 輸出促進施策の展開と中央会の対応について 



4 日本茶輸出委員会 

① 第１回日本茶輸出委員会 

1 開催日  令和３年５月 24 日(月) 

    コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。   

2 協議事項 

＊ 農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略について 

＊ 議論すべき項目について 

 

② 第２回日本茶輸出委員会 

1 開催日  令和３年９月 14 日(火) 

 コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。   

2 協議事項 

＊ 令和 4年度予算概算要求（茶・輸出関連）について 

＊ 茶の輸出拡大に向けた今後の取組について 

＊ JETRO運営審議会における日本茶輸出委員会の対応について 

 

③ 第３回日本茶輸出委員会 

1 開催日  令和４年２月 18 日(火) 

      コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。   

2 協議事項 

＊ 中間とりまとめにおいて優先的に取り組むとされた事項等の進捗状況に

ついて 

＊ インポートトレランス申請について 

＊ FAO IGG on TEA第 24回会合について 

 

 

〇補助事業実施への参画（日本茶業中央会：日本茶業体制強化推進協議会事務局） 

① 令和３年度日本茶業体制強化推進協議会総会 

コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した。 

 1 開催日時 令和３年５月 26日（水） 

 2 議案 

＊ 令和２年度事業報告及び収支決算報告について 

＊ 令和３年度事業計画及び収支予算について 

＊ 令和３年度会費賦課徴収方法決定承認について 

 

 



 ② 第１回日本茶業体制強化推進協議会検討会 

   コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した 

1 開催日時 令和３年５月 26日（水） 

2 議案 

＊ 令和２年度事業報告について 

＊ 令和３年度事業計画について 

 

③ 第２回日本茶業体制強化推進協議会検討会 

コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、Web会議で実施した 

1 開催日  令和４年 2月 24日（木） 

   2 議案 

＊ 令和３年度事業報告について 

＊ 令和４年度事業計画について 

 

〇関係機関との連携 

① オンラインイベント「茶文化の魅力再発見」の開催 

1 開催期日 令和４年２月 21日(月) 

13:30～16:30 

 2 内容 

和文化・産業連携振興協議会と共催し、以下の内容で実施。220人が参加。 

＊ 第一部 他業界の事例から学ぶ普及のヒント 

＊ 第二部 日本茶普及のための新たなパラダイム 

 

② 杉山彦三郎翁顕彰会役員会(書面決議) 

1 開催期日 令和３年 4月 26日(火) 

 2 議案  

＊ 令和２年度事業報告・決算について 

＊ 令和３年度事業計画・予算について 

＊ 令和３年度杉山彦三郎賞表彰者の選考について 

 

③ 日本茶業学会理事会(メール会議方式) 

開催期日及び議案 

＊ 第 1回 令和３年 10月 20日（水） 

2021年度日本茶業学会総会開催実施方法について 

＊ 第２回 令和４年２月９日 (水) 

2022年度日本茶業学会総会及び研究発表会の開催方法について 



 

④ 生産県会議（農水省主催） 

1 開催期日 

＊ 第 1回 令和３年９月 17日（金） 

＊ 第２回 令和４年２月１日 (火) 

2 開催場所 農林水産省会議室 

3 概 要 

  ＊ それぞれ茶関係予算、茶をめぐる情勢、輸出拡大に関する動き等を農水省 

   より情報提供、茶関係団体から取組等の情報提供を行い、意見交換を行った。 

   

⑤ 日本茶輸出促進協議会 

ア 総会 

     1 開催期日 令和３年５月 27日（木） 

2 開催場所 日本茶輸出促進協議会事務所内会議室 

3 協議事項 

＊ 令和２年度事業報告及び会計報告 
＊ 令和３年度事業計画・収支予算及び会費の決定 等 

イ 総会(書面決議) 

  1 開催期日 令和３年７月１日（木） 

2 協議事項 

＊ 会員団体の役員交代に伴う役員交代 

ウ 運営委員会 

  1 開催期日 令和３年 10月 29日（金） 

2 開催場所 東京茶業会館 6階会議室とハイブリット方式で実施 

3 協議事項 

 ＊ 令和３年度事業実施経過報告について 
＊ 令和４年度事業実施計画（案）について 

 

⑥ 自民党茶業議員連盟の定例総会 

１ 開催日  令和３年８月 30日（月） 

2  開催場所 自民党本部 704号室 

3 概 要 

＊ 農林水産省から「お茶の価格について」、「令和４年度茶業関係予算につ

いて」、を説明、茶業団体から茶業全般について要望。これらを踏まえ、茶

業振興に関する決議が行われた。 

 



〇第 75回全国お茶まつり埼玉大会 

ア 埼玉県及び埼玉県茶業団体並びに全国茶業関係団体を構成員とする「第 75 回全

国お茶まつり埼玉大会実行委員会」が主催した第75回全国お茶まつり埼玉大会は、

コロナウイルス感染拡大のため、全国茶品評会は実施されたものの、お茶まつり消

費拡大イベント、大会式典等は中止された。 

 

行事内容 日 程 会 場 

 全国茶品評会   

 
(1)出品茶審査会 

令和３年 11月 16日(火) 

～19日（金） 
(株)静岡茶市場 

(2)出品茶入札販売会 
 

令和３年 11 月 27 日(土)， 
28 日(日) 

(一社 )静岡県農業会

館 
全国茶品評会表彰授与式典 
(農林水産大臣賞、産地賞のみ) 

令和３年 11 月 28 日(日) ウェスタ川越 

 

イ 令和３年度茶業功績者の表彰 

  次の方々の表彰を行った。 

氏 名 現住所 茶業団体等役職及び職歴 業 績 概 要 等 

堀口
ほ り ぐ ち

 泰
や す

久
ひ さ

 

（73 歳） 

 

鹿児島県 元（一社）鹿児島県茶生産協

会副会長 

元鹿児島県農業経営者クラ

ブ会長 

元有明町茶業振興会会長 

元志布志市茶業振興会会長 

・県茶生産協会副会長として鹿児島県茶の生産躍

進の大きな原動力として力を発揮 

・氷温制御節水型防霜技術や高圧水風防除機さら

には蒸気除草機の開発と導入に力を注ぎ、茶農家

の規範として最新技術の定着と地域への普及に貢

献 

・町茶業振興会、市茶業振興会の会長として地域茶

業のリーダーとなり、卓越した指導力により、長年に

わたり革新的技術の普及と特徴ある産地づくりのた

めに奔走し、地域農業をけん引 

夛
た

田
だ

 

高明
たか あ き

 

(71 歳) 

 

大阪府 前（公社）日本茶業中央会理

事 

前全国茶商工業協同組合連

合会副理事長 

前大阪府茶業協同組合理事

長 

・大阪優良茶品評会などにおける審査方法をより厳

格化し、市場での緑茶の品質向上を推進 

・組合内に日本茶インストラクター協会の関西ブロッ

ク支部を誘致し、茶業界における情報の交換、交

流の場として使用することで組合員や若手後継者

の育成に尽力 



元 NPO 法人日本茶インストラ

クター協会理事及び関西ブロ

ック長 

・行政に働きかけ、教育委員会、神社、寺院などへ

の一煎バッグ配布の道筋を構築するなど、コロナ

禍における日本茶の啓発・啓蒙に大きく貢献 

原
は ら

  昭義
あ き よ し

 

（69 歳） 

(R3.4.21 

逝去) 

三重県 元(公社)日本茶業中央会理

事 

元全国茶商工業協同組合連

合会副理事長 

元三重県茶商工業協同組合

理事長 

元三重県茶業会議所副会頭 

 

・30 年以上にわたり、三重県茶商工協同組合の役

員として県茶業界の発展に寄与するとともに、全茶

連の副理事長として優れたリーダーシップを発揮 

・父昭男氏が開発した伊勢もが茶をその理念である

多くの食品での茶の活用と消費者の認知度向上、

需要に応じた生産による農家の収入向上を実現す

べく、自ら新工場の考案や改造等に取組み、今日

の食品加工用抹茶の需要拡大に大きく寄与 

・県内初の茶葉殺菌装置を導入するなど茶の安全・

安心にも積極的に取り組む 

西原
に し は ら

 茂樹
し げ き

 

（67 歳） 

 

静岡県 

 

元(公財)世界緑茶協会理事

副会長 

元(社)静岡県茶業会議所理

事 

元牧之原市茶業振興協議会

会長 

元牧之原市長 

・豊富な見識と強力なリーダーシップを買われ、業界

外の学識経験者として、平成 21 年より静岡県茶業

会議所理事に就任し、静岡県茶業を多方面にわた

りサポートし振興発展に尽力 

・平成 18 年には「牧之原市のお茶安全・安心取組

み宣言」を行い、良質で安全・安心なお茶の生産と

農作業事故の防止を徹底するため、先頭に立って

尽力 

・平成 21 年に第 13 回全国お茶サミット静岡県大会

in 牧之原の開催、平成 22 年に「静岡牧之原茶の

おもてなし お茶カフェ」を実施し、全国へお茶の

消費、販売拡大にも大きく貢献 

西村
に し む ら

 好史
よしふみ

 

（70 歳） 

京都府 現（公社）京都府茶業会議所

評議員 

現京都府茶協同組合監事 

現（一社）京都府茶取引安定

基金協会監事 

・京都府茶協同組合の役員として長きに亘り、理事、

副理事長を歴任し、指導力を発揮、また、城陽、井

出、京田辺地区の代表として組合と山城南部地域

との連携や方向性に対し、適切な指導、助言を行

ったほか、現在も後継者育成に力を入れている。 

・一般社団法人京都府茶取引安定基金協会の役員

として、茶市場との取引調整や保証強化に尽力 

・公益社団法人京都府茶業会議所の役員として、府

内茶業団体との連携や育成、生産者に対する適

正な茶生産への指導等に努めた。 



令和３年度 茶業功績者のうち「Next Generation 大賞」部門 

候 補 者 名 住 所 業  績  概  要 受 賞 歴  

中津川
な か つ が わ

市立
し り つ

 

阿木
あ ぎ

高等学校
こ う と う が っ こ う

 

岐阜県 

 

・県内で唯一、茶園と茶工場を持つ農業高校。全校行

事として茶摘みを行うほか、地元小学校との共同学習

で茶摘み体験を指導するなどお茶生産を通じた地域

の絆を結ぶ活動を実施。 

・農業の専門学科として環境に配慮した緑茶生産を実

施。廃棄物であるシュレッダーダストをマルチングに利

用し、除草剤を使わない防除効果を研究。AEON 

eco-1 グランプリで奨励賞を受賞 

・若い世代のお茶との出会いのきっかけとなるよう、洋

風化した食卓でも利用されるお茶ジャムを開発し、販

売 

AEON eco-1 グラン

プリで奨励賞を受賞 

 

ウ お茶宣言 2021の策定・発出 

  第 75回全国お茶まつり埼玉大会のうち茶業振興大会がコロナ禍により中止され 

たことから、大会宣言に代えて、茶業関係団体と連携してお茶宣言 2021を策定し、 

都道府県等茶関係機関にその具現化に向けた取組を要請した。 

 

お 茶 宣 言 2021 

 

 日本茶は、人々の生活にゆとりと潤いをもたらすかけがえのない食品として、暮

らしの中に深く溶け込むとともに、日本人の美意識や心の拠り所、コミュニケーシ

ョン機会を提供するものとして、和文化の形成に大きな役割を果たしてきました。 

これからも、我が国を取り巻く様々な状況の変化を踏まえつつ、茶関係者が長らく

磨いてきた技術や地域の文化を活かして日本茶の新たな魅力や愉しみ方を国内外に

発信して新たな繋がりを創出し、国内需要の回復・輸出の喚起等茶業の振興、日本 

茶文化の発展を図るため、次のことを宣言します。 

 

一 私たちは、世界的な新型コロナウイルス感染拡大により消費者の活動自粛、行 

  動変容が強いられる中、オンラインを活用した情報発信や通販の強化等デジタル 

 化に取り組み、ボトリングティーや各種茶種を活用した新商品開発、日本茶カフ 

ェなど販売形態を工夫し、国内外の需要の創出・拡大を図ります。 

一 私たちは、国連が提唱する「2030年の達成を目指す持続可能な開発目標（ＳＤ 

  Ｇｓ）」を実践するため、日本茶の健康機能や癒しの効能をＰＲし、生活の質の向 

   上に貢献するとともに、環境保全や生産、加工・流通の高度化等の取組を推進し 



ます。 

一 私たちは、国民運動として、和食文化としての日本茶の需要拡大に努めるとと 

  もに、日本茶と海外の食とのペアリング等新たな取組みを進め、あらゆる場所と 

機会を通じて日本茶ファンを増やしていきます。 

一 私たちは、文化人とともにおもてなしの心を育む伝統文化を伝承するととも 

  に、全ての茶関係者が連携して、次代を担う児童・生徒等の茶摘み体験など茶育 

・食育を推進し、日本茶文化の増進、普及に努めます。 

 

   以上、ここに茶の生産、加工・流通に係る者のみならず、消費者・文化人に至る

まで一連の繋がりを持つすべての茶関係者が力を合わせて行動することを宣言しま 

す。 

                                             令和 3年 11月 19日 

  

〇茶の審査技術の向上研修会 

茶審査技術習得に係る技術講習会を令和 4年 2月 7日(月)～８日(火)に開催するこ 

ととし、プログラムの構築、講師の依頼、研修生の募集・決定(参加予定 26 名)等を

終えていたが、直前のコロナウィルス感染症の再拡大のため、やむを得ず中止した。 

 

〇全国・県茶品評会、共進会等に対する表彰、後援  

全国手もみ茶品評会、ブロック、都府県主催の茶品評会、共進会等にそれぞれ会長

賞を授与し表彰、後援等を行った。 

 

〇茶業情報・資料の作成配布 

 茶に関する最新の各種統計データ等を収集、取りまとめ、令和３年版｢茶関係資料｣

（A4版 199頁）をとして作成し配布した。 

    

〇茶業文庫の活用 

1 所有する蘭字データの活用 

①「蘭字カレンダー」(令和 3年用)の作成 

②蘭字に係る学術的記事(世界緑茶協会機関紙など)へのデータ提供。 

2 茶業文庫及び各種図書資料の利用許諾(静岡大学、文化庁)。 

 

〇その他本会の目的達成に必要な事業 

 公益財団法人日本農林漁業振興会主催の農林水産祭に協賛した。 



一般会計 （単位：円）

14,729,641 7,226,288 7,503,353

1,551,297 2,131,549 △ 580,252

45,404 49,299 △ 3,895

流 動 資 産 合 計 16,326,342 9,407,136 6,919,206

197,803 84,646 113,157

7,938,000 7,938,000 0

固定資産合計 8,135,803 8,022,646 113,157

資 産 合 計 24,462,145 17,429,782 7,032,363

Ⅱ 負債の部

 1 流動負債

111,022 4,290 106,732

79,447 60,975 18,472

流 動 負 債 合 計 190,469 65,265 125,204

 2 固定負債

4,420,710 4,420,710 0

固 定 負 債 合 計 4,420,710 4,420,710 0

負 債 合 計 4,611,179 4,485,975 125,204

Ⅲ 正味財産の部 0

 1 一般正味財産 19,850,966 12,943,807 6,907,159

 2 指定正味財産 0 0 0

正味財産合計 19,850,966 12,943,807 6,907,159

負債及び正味財産合計 24,462,145 17,429,782 7,032,363

預 り 保 証 金

Ⅰ 資産の部

 1 流動資産

現 金 預 金

科　　　目

貯 蔵 品

事 務 所 保 証 金

工 具 器 具 備 品

預 り 金

 ２ 固定資産

未 払 金

立 替 金

当期 前期 増減

公益社団法人 日本茶業中央会　貸借対照表
令和04年3月末日現在



1 ．重要な会計方針

財務諸表の作成については「公益法人会計基準」(平成２０年４月１１日　平成２１年１０月
１６日改正　内閣府公益認定等委員会）を採用しています。

( 1 ）棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法

( 2 ）固定資産の減価償却の方法
定率法

( 3 ) 消費税等の会計処理
税込方式

2 ．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(単位：円)

内容 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
書籍 5,000,000 4,999,999 1

パソコン 225,720 183,397 42,323
電話装置 159,916 4,437 155,479

5,385,636 5,187,833 197,803

(注) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書について

貸借対照表の付属明細書、正味財産増減計算書の付属明細書は、貸借対照表の
注記としましたが、記載事項はありません。

財務諸表に対する注記

科目
工具器具備品
工具器具備品

合計
工具器具備品



一般会計 （単位：円）

(1) 経常収益

[ 25,326,431 ] [ 17,818,953 ] [ 7,507,478 ]

正 会 員 受 取 会 費 25,234,000 17,534,000 7,700,000

特 別 会 費 92,431 284,953 △ 192,522

[ 1,935,685 ] [ 1,906,646 ] [ 29,039 ]

事 業 収 益 1,935,685 1,906,646 29,039

[ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]

補 助 金 収 入 0 0 0

[ 93 ] [ 52 ] [ 41 ]

受 取 利 息 93 52 41

経 常 収 益 計 27,262,209 19,725,651 7,536,558

(2) 経常費用

事業費

役 員 報 酬 4,311,000 3,744,000 567,000

給 料 手 当 1,891,500 2,107,467 △ 215,967

退 職 金 93,750 0 93,750

賃 金 59,800 126,400 △ 66,600

諸 謝 金 148,119 33,411 114,708

法 定 福 利 費 1,185,690 944,038 241,652

旅 費 交 通 費 3,360 12,280 △ 8,920

荷 造 運 賃 費 84,366 77,511 6,855

通 信 費 472,018 253,253 218,765

減 価 償 却 費 23,379 42,322 △ 18,943

消 耗 品 費 784,596 370,861 413,735

会 議 費 0 0 0

印 刷 製 本 費 3,056,226 2,128,883 927,343

広 告 宣 伝 費 26,400 26,400 0

賃 借 料 226,593 227,693 △ 1,100

保 険 料 18,670 18,670 0

共 催 負 担 金 614,931 607,453 7,478

新 聞 図 書 費 78,976 78,556 420

HP 管 理 費 198,000 198,000 0

事 務 所 費 2,380,520 2,380,520 0

支 払 手 数 料 26,606 17,603 9,003

雑 費 0 0 0

事業費計 15,684,500 13,395,321 2,289,179

管理費

役 員 報 酬 1,437,000 1,248,000 189,000

給 料 手 当 630,501 702,489 △ 71,988

退 職 給 与 31,250 0 31,250

法 定 福 利 費 395,230 314,679 80,551

交 通 費 410,610 361,320 49,290

福 利 厚 生 費 21,880 0 21,880

荷 造 運 賃 費 24,841 21,923 2,918

通 信 費 87,673 83,344 4,329

消 耗 品 費 143,756 49,129 94,627

会 議 費 14,300 16,500 △ 2,200

賃 借 料 70,691 70,691 0

事 務 所 費 499,288 499,288 0

支 払 手 数 料 684,805 627,310 57,495

交 際 費 0 21,508 △ 21,508

光 熱 水 費 126,825 109,911 16,914

租 税 公 開 2,400 960 1,440

旅 費 交 通 費 66,120 62,480 3,640

減 価 償 却 費 23,380 42,323 △ 18,943

管理費計 4,670,550 4,231,855 438,695

経 常 費 用 計 20,355,050 17,627,176 2,727,874

当期経常増減額 6,907,159 2,098,475 4,808,684

(1) 経常外収益 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]

(2) 経常外費用 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]

当期経常外増減額 0 0 0

当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 6,907,159 2,098,475 4,808,684

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 12,943,807 10,845,332 2,098,475

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 19,850,966 12,943,807 6,907,159

 2 経常外増減の部

 1 経常増減の部

① 受取会費

科　　　目 当期

② 事業収益

公益社団法人 日本茶業中央会  正味財産増減計算書

増減

④ 雑収益

Ⅰ 一般正味財産増減の部

前期

令和03年4月1日～令和04年3月末日

③ 補助金収入



(単位：円）

( 流動資産 ）
現金預金 14,729,641

現金 手許保管 運転資金として 129,811
預金 普通預金 14,599,830

郵便貯金 運転資金として 755,761
三井住友銀行 運転資金として 9,182,675
大東京信組 運転資金として 3
農林中金　 運転資金として 31,297
農林中金　 運転資金として 387,020
農林中金　 運転資金として 4,243,074

貯蔵品 手許パンフレット等 在庫 1,551,297
立替金 同居法人 同居法人分精算予定分 45,404

流動資産合計 16,326,342
( 固定資産 )

その他固定資産 8,135,803

工具器具備品 図書文献 公益目的保有財産 1

パソコン 42,323

電話装置 155,479

事務所保証金 事務所保証金 7,938,000
固定資産合計 8,135,803

資産合計 24,462,145
( 流動負債 )

未払金 印刷会社等 事業未払金等 111,022
預り金 源泉所得税 給与分納期特例分 79,447

流動負債合計 190,469
( 固定負債 )

預り保証金 事務所保証金 同居法人分預り保証金 4,420,710
固定負債合計 4,420,710

負債合計 4,611,179
正味財産 19,850,966

共有（82.35％公益目的、
17.65％管理運営目的）

財産目録
令和04年3月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

共有（50％公益目的、
50％管理運営目的）

共有（50％公益目的、
50％管理運営目的）



一般会計 （単位：円）

公益目的事業会計

公１

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

受取会費 13,748,722 11,577,709 25,326,431

正会員受取会費 13,656,291 11,577,709 25,234,000

特別会費 92,431 0 92,431

事業収益 1,935,685 0 1,935,685

事業収益 1,935,685 1,935,685

雑収益 93 0 93

雑収益 93 93

経常収益計 15,684,500 11,577,709 27,262,209

（２）経常費用

事業費 15,684,500 15,684,500

役員報酬 4,311,000 4,311,000

給料手当 1,891,500 1,891,500

退職金 93,750 93,750

賃金 59,800 59,800

諸謝金 148,119 148,119

法定福利費 1,185,690 1,185,690

旅費交通費 3,360 3,360

荷造運搬費 84,366 84,366

通信費 472,018 472,018

減価償却費 23,379 23,379

消耗品費 784,596 784,596

印刷製本費 3,056,226 3,056,226

広告宣伝費 26,400 26,400

賃借料 226,593 226,593

保険料 18,670 18,670

共催負担金　 614,931 614,931

新聞図書費 78,976 78,976

HP管理費 198,000 198,000

事務所費 2,380,520 2,380,520

支払手数料 26,606 26,606

雑費 0 0

管理費 4,670,550 4,670,550

役員報酬 1,437,000 1,437,000

給料手当 630,501 630,501

退職給与 31,250 31,250

法定福利費 395,230 395,230

交通費 410,610 410,610

福利厚生費 21,880 21,880

荷造運搬費 24,841 24,841

通信費 87,673 87,673

消耗品費 143,756 143,756

会議費 14,300 14,300

賃借料 70,691 70,691

事務所費 499,288 499,288

支払手数料 684,805 684,805

光熱水料費 126,825 126,825

租税公課 2,400 2,400

旅費交通費 66,120 66,120

減価償却費 23,380 23,380

経常費用計 15,684,500 4,670,550 20,355,050

当期経常増減額 0 6,907,159 6,907,159

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 0 6,907,159 6,907,159

一般正味財産期首残高 12,943,807

一般正味財産期末残高 19,850,966

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0

指定正味財産期首残高 0

指定正味財産期末残高 0

Ⅲ　正味財産期末残高 19,850,966

科     目 法人会計 合計

公益社団法人 日本茶業中央会　事業別正味財産増減計算書
令和03年4月1日～令和04年3月末日



令和４年度事業計画 

 

◎ 茶業の振興、日本茶文化の普及のための基本的な方針 

「茶業及びお茶の文化の振興に関する基本方針(令和２年４月改定)」及び 

輸出戦略目標の策定、コロナ禍での厳しい環境等を踏まえ、 

（１） 輸出を促進する環境の整備・強化 

（２） コロナ禍に負けない需要の回復・拡大、デジタル化の推進 

（３） 茶業における SDGsの取組を推進 

（４） 安全・安心な茶の生産・流通を推進 

（５） 茶業関係者が連携した茶業の振興、文化の普及と態勢の強化 

 を柱として、令和４年度事業計画及び収支予算を以下のとおりとする。 

 

 

 1 令和４年度事業計画（案） 

 (１) 輸出を促進する環境の整備・強化 

① 品目団体への対応 

  農林水産物・食品の輸出の促進のため、生産から販売に至る関係事業

者を構成員とする組織を品目団体として法的に位置づけ、支援を集中す

る輸出促進法の改正案が今国会に上程されている。制度が創設された際

に品目団体に指定されるよう条件整備を進める。 

 

② 輸出拡大に向けた具体的な対応 

国の輸出戦略を踏まえて設置した日本茶輸出委員会における中間取

りまとめ「茶の輸出拡大に向けた活動方針」に沿って、輸出拡大に向け

た課題解決のために具体的な取組を検討、推進するとともに、日本茶輸

出促進協議会等と連携し国の輸出支援事業等の活用を支援する。 

 

③ 国際機関の動きに対応した活動の推進 

茶類は国際貿易品目であり、ISO、FAO、ITCなどの国際機関が存在し

ている。国際的規制の情報交換や規制に対する影響力強化のため、これ

らの会議に積極的な参加(専門家等の派遣)を行う。 

ア ISO（国際標準化機構）の「食品専門部会・茶分科会（TC34／SC8）」  

への対応 

日本は投票権を有する TC34／SC8の正式メンバーであり、その国

内審議委員会は農林水産省農産局が対応している。我が国の抹茶の

基準が国際的に位置付けられるように、専門委員会(TC34／SC8／



WG13)に抹茶の技術レポートを提出するなど、国際的な抹茶の規格

化の動きに対応している。他の輸出国の動きを注視しつつ国内審議

委員会メンバーとし積極的に対応する。 

イ FAO-IGG on TEA（茶の政府間グループ）への対応 

FAO-IGG on TEAは、国際貿易における茶の需要拡大、価格の安定、

残留農薬基準問題等を審議している。日本は農薬の残留基準等につ

いて情報提供し、日本茶の安全性を世界にアピールしてきた。国連

は 5月 21日に「International Tea Day」（国際お茶の日）を制定し

ており、各国にキャンぺーン実施が要請されていることから、需要

拡大運動等積極的に協力する。 

 

 

(２）コロナ禍での需要の回復・拡大、デジタル化の取組を推進 

   ① 国内需要の喚起・新需要の創出 

ア コロナ禍での行動抑制の状況を見極めつつ、「緑茶の日（5月１日）」、

「国際お茶の日（5 月 21 日）」などの機会を捉え、全国各地のお茶イ

ベント等の連携を図る。 

イ 活動の自粛、行動変容を求められる状況下において、お茶の消費の

回復・拡大を図るため、ライフスタイルへのアプローチ、一般の方に

よる直接的な日本茶・日本茶文化の紹介、YouTube の活用を念頭にイ

ンターネットなどを利用したデジタルな手法を中心としつつ、直接的

な接触機会をできるだけ少なくした形で内外の消費者・事業者に向け

て日本茶の普及、日本茶文化の情報発信を支援する。 

  ウ 小学校等への茶育・体験学習を推進するため、茶関係団体、自治体・

学校関係者等と連携して取組状況を把握し、茶育等を推進する。  

  

② 茶業界のデジタル化の促進 

     コロナ禍により外出や旅行が制限され、消費行動が通販利用にシフ

ト傾向にある中、茶業界のデジタル化の取組が十分とは言いがたいこ

とから、IT 知識がなくても簡易なホームページが作成できるシステム

の提供など、今後のデジタル化の取組を促進する。 

 

 

(３）茶業における SDGsの取組推進 

国連が定めた 2030 年を目標年とする持続可能な開発目標 SDGs の取組

を推進する。 



・行政と連携し、茶業にかかる生産・流通資材節減・リサイクルなど SDGs

の取り組みの情報を収集・整理し、今後の実践に繋げる。 

・全国お茶まつり大会宣言等を通じ全国的な SDGsにかかる啓発活動を 

進める。 

 

 

(４）安全・安心な茶の生産流通の推進 

①「緑茶の表示基準」の周知 

    消費者の安全・安心な茶の選択・購入に資するため、2019年 3月に 

一部改正した「緑茶の表示基準」の周知に引き続き努める。 

 

② 審査技術の底上げ及び関係機関等と協力した各種技術の開発 

茶の品質の適正化、安全・安心な茶生産流通を推進するため、生産・

流通関係者の研修会（茶審査技術研修等）を主催するとともに、茶の簡

便な化学的成分分析法の利用や輸出用茶の有機栽培、防除体系の確立の

ため、研究機関、自治体等との連携を進める。 

 

 

(５）茶業関係者が連携した茶業の振興、文化の普及と態勢の強化 

①「全国お茶まつり」の開催並びに各種表彰行事への後援と協力 

令和４年度「第７６回全国お茶まつり京都大会」において、大会宣言を

発出し、今後の茶業振興と茶文化の普及の方向性等について提言する。 

また、和文化・産業連携協議会等茶等の文化機関と連携した情報発信等

の取組を検討、推進する。 

   

② 各種調査・情報収集等 

・消費者への情報の提供、茶関係者の基礎資料とするため「茶関係資料」 

（令和４年度版）の作成・配布を行う。 

・茶業の振興に資するため、関係機関等の研究会、関連行事等に積極的に

参画、協力する。 

 

③ 茶業文庫等の保管、整備 

     茶に関する文献、資料等の充実とその活用を図るとともに、蘭字等の 

茶業文庫に保管されている歴史的に貴重な書籍のＰＲ、管理を行う。 

 

 



(６）その他 

①補助事業の実施について(別添参考) 

    ア 令和４年度茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進事業のうち全

国推進事業（継続事業。応募中） 

【事業主体】日本茶業体制強化推進協議会（会長；大森正司）。事務局は

日本茶業中央会 

【事業内容】需要拡大、情報発信ツールの整備 

イ 令和３年度品目団体輸出力強化緊急支援事業(補正予算) 

【事業主体】日本茶輸出促進協議会(会長:上川陽子)が実施 

    【事業内容】海外でのプロモーション事業、輸出拡大上の課題解決に向

けた調査など 

 

②資金調達及び設備投資の見込み 

・令和４年度において資金調達及び設備投資の見込はない。 



２　収支予算

単位；千円

Ⅰ事業活動収支の部

 (1)事業活動収入

　1会費収入 25,234 25,234

　2寄付金収入 100 100

　3補助金収入 0

　4他会計繰入金収入 0 42 △ 42 0

　5事業収入 2,000 2,000

　6雑収入 10 1 10 21

　　　事業活動収入計 27,344 43 10 0 △ 42 27,355

（2）事業活動支出 0

　1一般事業費 13,202 505 4,253 17,960

　2管理費 14,815 14,815

　3他会計繰入支出 42 0 0 △ 42 0

　　　事業活動支出計 28,059 505 4,253 0 △ 42 32,775

　　　　事業活動収支差額 △ 715 △ 462 △ 4,243 0 0 △ 5,420

Ⅱ予備費支出 0 0

　　　　当期収支差額 △ 715 △ 462 △ 4,243 0 0 △ 5,420

　　　　前期繰越収支差額 715 462 4,243 0 0 5,420

　　　　次期繰越収支差額 0 0 0 0 0 0

令和４年度収支予算総括表(案)
（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

科    目 一般会計
　　特　　別　　会　　計

内部取引消去 合計
退職給与 茶業振興基金 補助事業※



一般会計 単位；円

Ⅰ事業活動収支の部

（1）事業活動収入

　1会費収入 25,234,000 25,234,000 0

　2寄付金収入 100,000 100,000

　3他会計繰入金収入 0 0 0

　4事業収入 2,000,000 2,000,000 0

　5雑収入 10,000 10,000 0

　　　事業活動収入計 27,344,000 27,344,000 0

（2）事業活動支出

　1一般事業費 13,202,000 13,202,000 0

　　茶業振興費 13,202,000 13,202,000 0

　　　①お茶まつり事業費 1,336,000 1,336,000 0

　　　②功績者表彰事業費 615,000 615,000 0

　　　③褒章関係費 400,000 400,000 0

　　　④茶業情報費 4,051,000 4,051,000 0

　　　⑤茶業文庫費 1,200,000 1,200,000 0

　　　⑥専門委員会費 2,000,000 2,000,000 0

　　　⑦振興活動費 3,600,000 3,600,000 0

　2管理費 14,815,000 16,000,000 △ 1,185,000

　　役員報酬 6,000,000 6,000,000 0

　　給料手当 2,900,000 4,110,000 △ 1,210,000

　　交通費 500,000 500,000 0

　　法定福利費 1,200,000 1,200,000 0

　　会議費 100,000 100,000 0

　　旅費交通費 510,000 510,000 0

　　通信費 60,000 60,000 0

　　減価償却費 25,000 0 25,000

　　荷造運搬費 100,000 100,000 0

　　消耗品什器備品費 300,000 300,000 0

　　消耗品費 100,000 100,000 0

　　賃借料 100,000 100,000 0

　　光熱水料 140,000 140,000 0

　　事務所費 2,000,000 2,000,000 0

　　租税公課 10,000 10,000 0

　　交際費 50,000 50,000 0

　　支払手数料 700,000 700,000 0

　　雑費 20,000 20,000 0

　3他会計繰入支出 42,000 42,000 0

　　　事業活動支出計 28,059,000 29,244,000 △ 1,185,000

　　　　事業活動収支差額 △ 715,000 △ 1,900,000 1,185,000

Ⅱ予備費支出 0

　　　　当期収支差額 △ 715,000 △ 1,900,000 1,185,000

　　　　前期繰越収支差額 715,000 1,900,000 △ 1,185,000

　　　　次期繰越収支差額 0 0 0

備考

　令和４年度収支予算書
（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

科    目 本年度予算額 前年度予算額 増(△減)



退職給与特別会計 単位；円

Ⅰ事業活動収支の部

（1）事業活動収入

　1他会計繰入金収入 42,000 42,000 0

　2雑収入 1,000 1,000 0

　　　事業活動収入計 43,000 43,000 0

（2）事業活動支出

　1一般事業費 505,000 505,000 0

　　退職金 505,000 505,000 0

　　　事業活動支出計 505,000 505,000 0

　　　　事業活動収支差額 △ 462,000 △ 462,000 0

　　　　当期収支差額 △ 462,000 △ 462,000 0

　　　　前期繰越収支差額 462,000 462,000 0

　　　　次期繰越収支差額 0 0 0

備考

（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）
　令和４年度収支予算書（案）

科    目 本年度予算額 前年度予算額 増(△減)



茶業振興基金特別会計

Ⅰ事業活動収支の部

（1）事業活動収入

　1雑収入 10,000 10,000 0

　　　事業活動収入計 10,000 10,000 0

（2）事業活動支出

　1一般事業費 4,253,000 4,253,000 0

     茶業振興事業費 4,253,000 4,253,000 0

　2他会計繰入支出 0 0 0

　　　事業活動支出計 4,253,000 4,253,000 0

　　　　事業活動収支差額 △ 4,243,000 △ 4,243,000 0

　　　　当期収支差額 △ 4,243,000 △ 4,243,000 0

　　　　前期繰越収支差額 4,243,000 4,243,000 0

　　　　次期繰越収支差額 0 0 0

備考

　令和４年度収支予算書（案）
（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

科    目 本年度予算額 前年度予算額 増(△減)
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公益社団法人日本茶業中央会 

役 員 給 与 規 程 
 

 

平成 25 年 4 月 1 日 制  定 

平成 25 年 6 月 26 日一部改正 

平成 29 年 3 月 24 日一部改正 

 

 

（趣 旨） 

第 1 条 公益社団法人日本茶業中央会（以下「中央会」という。）の役員の給与に関する事項は、

この規程に定めるところによる。 

（常勤役員の給与の種類） 

第 2 条 中央会の常勤の理事（以下「常勤理事」という。）の給与は、俸給、通勤手当とする。 

（俸 給 月 額） 

第 3 条 常勤理事の俸給月額は、総会の決議を経て年度予算の範囲内で理事会が定めるものと

する。 

（俸給の支給） 

第 ４ 条 常勤理事の俸給は、毎月 16日に支払うものとし、支払日が休日に当たるときは前日に

繰り上げて支払う。 

  2 俸給は、その月の月額の全額から租税公課、社会保険の個人負担金及びこれに準ずるもの

を控除した金額を現金で支払う。 

（俸給の計算） 

第 5 条 月の途中で移動を生じた常勤理事のその月に係る俸給の額は、その者の俸給の月額に

その者の当該月における在職日数を乗じた額を 30をもって除して得た額とする。 

（通 勤 手 当） 

第 6 条 通勤手当は、交通機関を利用し通勤する常勤理事に対し、毎月、その者の１箇月の通勤

に要する運賃の額に相当する額を支給する。 

                 付   則 

この規程は、公益社団法人設立登記日から実施する。 

 

                 付   則 

この規程は、平成 29 年 3月 24 日から実施する。 



 

公益社団法人 日本茶業中央会 

役員退職手当規程 
 

平成 25 年 4 月 1 日 制  定 

平成 25 年 6 月 26 日一部改正 

令和 2年 3月 31 日一部改正 

 

 

第 1 条 公益社団法人日本茶業中央会の常勤役員（以下「役員」という。）の退職手当の支給に

関する事項は、この規程の定めるところによる。 

第 2 条 退職手当は、役員が退職または死亡した場合に、その者（死亡による退職の場合には、

その遺族）に支給する。 

 ２）役員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び同一の役職となった

ときは、前項の規定にかかわらず当該退職にともなう退職手当は支給しない。 

第 3 条 退職手当の額は、在職期間 1 年につき、その者の退職の時における俸給月額の 100 分

の 10 を乗じて得た額に相当する金額以内の金額とする。 

第 4 条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、同一の役職の役員として引き継いだ

在職期間による。 

２）前項の規定による在職期間の年数については、任命の日から起算して暦に従って計算する

ものとし、一年に満たない端数を生じたときは一年とする。 

 ３）役員の任期満了の日又はその翌日に再び同一の役職に専任されたときは、その者の退職手

当の支給に関しては、引き続いて在職したものとみなす。 

 ４）役員が任期満了の日以前において、役職を異にする役員に選任されたときは、その者の退

職手当の支給に関しては、その任命の日の前日に退職したものとみなす。 

第 5 条 第 2 条第 1 項に規定する遺族の範囲及びそれらの者が退職手当を受ける順位について

は、労働基準法施行規則第 42条に定めるところを準用する。 

第 6 条 会長は、毎年事業年度末において、当該年に在職する常勤の役員について必要とする

退職手当金総額の 50％以上に相当する額を積立てておかなければならない。 

 付   則 

この規程は、公益社団法人設立登記日から実施する。 

付   則 

この規程は、平成 25 年 6月 26 日から実施する。 

付   則 

この規程は、令和 2年 3月 30 日から実施する。 
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